
理事長あいさつ 小坪研一郎

２６年の組合事業活動では、スケジュールに多少の前後はありましたがほぼ予

定通りにすすめることが出来ました。組合員皆様や自治会のご協力のお陰だと感

謝いたしております。また３月１４日の総会も無事終えることが出来ました。

本年もコリーナ地域の施設と良好な住環境維持のため、事業計画を確実に実施

していく所存です。例年事業の外に、本年も昨年に引き続きＴＶ共聴施設の今後

の有り方の検討と危険な樹木の処理を計画しています。

今後とも皆様のご意見とご協力を頂きながら、役員、事務員一同努力してまい

ります。宜しくお願いいたします。
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平成２６年管理組合総会報告

●連絡のつかない不在隣家との交渉、費用負担について

「気になる木対策検討委員会」で仲介するのか？

又、委員会の活動範囲は？

→「気になる木対策検討委員会」は危険と思われ

る木の調査と所有者に対策を依頼するだけであ

り、対象樹木の処理について当組合から強制は

出来ないと考えている。被害にあった時の損害

賠償請求のため、前もって写真を撮っておくこ

とをお薦め。委員会、組合では費用低減のため

希望者の取りまとめは行うが、発注、支払いは

所有者と業者間で直接行って頂く予定。

●伐採依頼した緊急性の高い樹木の判定基準は？

→樹木の種類、高さ、年数等の基準はなし。

たかはら森林組合（２名）と組合役員で

現地調査して感覚で判断。枯木は緊急性

が高いと判断。

●住宅所有者、更地所有者など５段階別に組合費未収金の件数、概

要は？

→件数 住宅所有者５件、更地所有者約６５件（区画）

金額 ２０万円／未収金３６０万円は納入可能性有り。

残り３４０万円の中、競売物件が２４０万円、他

は所在不明区画等の未納者。未納者に対しては定

期的に組合費納入の請求と約２年に一度法務局へ

所有者変更等の確認を行っている。

●２６年繰越金の差額は？

（予算比約＋１２８万円）

→主に法務費、補修

費、予備費の減額

に努めたため。

●２７年予算の繰越金が２６年予算に

比べ約２７５万円少ないのは？

→繰越金額が、２７年予算は

２６年予算に比べ約４００万円

少ないため。

●２７年予算のBS設備工事費２２０万円の内容は？

→２６年に有識者により地デジの難視聴地域の調

査、ＴＶ共聴施設の維持管理などについて検討

委員会を発足。その結果、パラボラアンテナで

ＢＳデジタル放送を受信出来ないエリアが予想

されるため、２７年はＢＳ放送受信設備の導入

の可否について検討会を開催予定。導入する場

合を想定して予算化。

＜議事質疑応答抜粋＞

去る３月１４日に開催された平成２７年総会（議決権総数１３９３中、出席者及

び委任状等１３８５区画で規約第３２条により総会は成立）は、活発な議論が行わ

れ第１号議案～第６号議案について原案通りすべて可決承認されました。



気になる木対策検討委員会からのお知らせ

コリーナ矢板の災害環境について

「自らの地域は自ら守る」は防災の基本でありますが、

自分の生活圏（土地所有者も含む）に、どんな自然災害（地

震、風水害、大雪、火山噴火、森林火災等）のリスクがど

のように存在しているのか、事前に確認しておく必要があ

ります。

個々の所有する土地、家屋、樹木等の危険防止につきま

しては、その所有者が適正に維持管理することが原則であ

りますが、矢板市ハザードマップを見ますと幸いにもコリ

ーナ矢板の地域内には土砂災害防止法による土砂災害警戒

区域や、急傾斜地危険個所（がけ崩れ）、地すべり危険個

所の指定はありませんでした。

しかし、当地域の特性である森林地域での風や雪による

倒木や森林火災のリスクは、決して低くはありません。

これからも、組合員の助け合い（共助）により、災害の

発生を未然に防止し、住みよい環境を維持していくことが

重要です。皆様のご理解と、ご協力をお願いいたします。

コリーナでは、約３０年の月日が流れ、樹木が大木になっ

たり、老木になったりし敷地内に倒れたり、隣の敷地や家屋

に倒れそうになっているものが見受けられます。

伐採や枝打ちなど定期的に管理されている地権者の方々も

おられますが、土地購入後一度も手入れをしないと思われる

区画も見受けられます。

最近、ゲリラ豪雨や竜巻などが発生し、倒木がたびたび発

生しています。

そこで、管理組合と自治会では、倒木の恐れのある樹木に

ついて調査し伐採などをお願いしています。

樹木伐採は、原則として地権者の責任でお願いしておりま

すが、同様のケースが多々見られることから管理組合で該当

する樹木等を調査し合同で伐採・残渣処理し、その費用をご

負担いただく方法を検討しています。合同伐採をご希望され

る方は６月末までに事務所にご連絡ください。

まとめて伐採や残渣処理することで費用が割安になるもの

と考えています。

コリーナ地区の安心・安全・快適暮らしの維持に、さらな

るご理解とご協力をお願いします。

ホテルコリーナ

付近の桜並木
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各種変更届をお忘れなく！

売買や相続により所有者変更があった場合

は必ず管理組合事務所にご連絡を！連絡が

無い場合には組合費は元の地権者に請求す

ることになります。ご注意ください。また

住所変更・連絡先変更もお知らせください。

組合費について

○金融機関引き落としの方

すでに１回目（３月）の引落作業は済ん

でおりますが、残高不足・口座変更によ

り、引き落としができない方もあります。

次回（６月３０日）の引き落としに向け

コリーナ矢板

自治会夏祭り
月日 ８月２２日（土）（予定）

場所 ホテルコリーナ矢板

みんなで楽しめるイベント

や豪華(？)なビンゴも予定

しています。

て、引き落とし口座の残額などの確認を

お願いします。

○振込みの方

１年分一括納入をお願いします。

＊家のある方／８,６００円
＊土地のみの方／２,６００円
尚、原則は「口座引き落とし」ですので

ご承知おきください。

事務所の案内

祝日を除く、月･火･木･金 ９時～１６時

TEL/FAX 0287-48-1553(事務担当：手塚）


